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協
会
は
１０
月
８
日
に
、
横

浜
そ
ご
う
前
で
毎
年
恒
例
と

な
っ
た
「
医
療
・
健
康
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
」
を
開
催
す
る
。

１７
回
目
を
迎
え
る
今
年
も
、

メ
イ
ン
テ
ー
マ
を「
め
ざ
せ
、

先
進
国
の
普
通
！
窓
口
負
担

〝
ゼ
ロ
〟」
と
し
、
ゼ
ロ
の
会

の
拡
大
・
普
及
を
狙
う
。

　

今
国
会
で
は
皆
保
険
制
度

を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
「
社

会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
」

や
「
消
費
税
増
税
法
」
が
成

立
し
た
。
現
行
制
度
下
で
も

高
額
な
窓
口
負
担
の
為
に
受

診
を
た
め
ら
う
人
が
お
ら

れ
、
国
保
資
格
証
明
書
発
行

枚
数
が
神
奈
川
県
（
特
に
横

浜
市
）
は
全
国
一
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
を
打
破

す
る
た
め
、
対
抗
軸
と
し
て

ゼ
ロ
の
会
の
運
動
を
据
え
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
直
接
市

民
に
医
療
現
場
の
窮
状
や
将

来
の
医
療
像
を
伝
え
る
こ
と

で
、
市
民
を
巻
き
込
ん
だ
大

き
な
〝
う
ね
り
〟、
運
動
を

巻
き
起
こ
す
た
め
の
大
変
重

要
な
機
会
と
も
な
る
。

　

今
回
の
企
画
で
は
医
師
・

歯
科
医
師
３０
余
名
の
協
力
の

下
、
医
科
・
歯
科
の
「
何
で

も
健
康
相
談
」
や
、
血
糖
測

定
、
血
管
年
齢
測
定
、
さ
ら

に
は
豪
華
賞
品
が
当
た
る
医

療
問
題
ク
イ
ズ
を
い
ず
れ
も

無
料
で
実
施
す
る
。
昨
年
は

多
く
の
市
民
が
行
列
を
作

り
、
待
ち
時
間
が
最
大
３０
分

間
に
な
る
こ
と
も
。
ま
た
、

こ
の
間
に
、
ゼ
ロ
の
会
の
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
や
健
康
情
報
冊

子
を
手
渡
し
、
ゼ
ロ
の
会
へ

の
理
解
と
健
康
へ
の
自
己
啓

発
を
促
し
て
い
る
。
医
療
問

題
ク
イ
ズ
で
は
、
先
進
国
で

は
窓
口
負
担
〝
ゼ
ロ
〟
が
普

通
で
あ
る
こ
と
、
昔
は
日
本

に
も
〝
ゼ
ロ
〟
の
時
代
が

あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
、
参
加

者
は
驚
き
や
関
心
を
示
し
て

い
た
。
昨
年
は
過
去
最
高
の

１
千
３
０
０
人
超
の
来
場
者

を
得
て
、
大
盛
況
に
終
わ
っ

て
い
る
。

　

参
加
し
た
先
生
方
か
ら

は
、「
診
療
室
で
は
聞
け
な

い
患
者
の
本
音
が
聞
け
る
」、

「
後
の
診
療
に
活
か
せ
る
貴

重
な
経
験
」
、「
気
軽
に
市
民

と
触
れ
合
え
る
の
は
楽
し

い
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら

れ
、
好
評
を
博
し
て
い
る
。

　

治
療
・
診
断
が
常
と
な
る

診
療
所
を
飛
び
出
し
、
気
楽

に
市
民
と
の
対
話
を
一
度
楽

し
ん
で
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う

か
？
３
連
休
の
最
終
日
と
な

る
が
、
諸
先
生
方
の
ご
協
力
、

ご
参
加
を
切
に
お
待
ち
し
て

い
る
。

市
民
と
の
対
話
の
場

 

〝
医
療
・
健
康
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
〟
に

ご
協
力
を
！

番号法案、審議すら入れず番号法案、審議すら入れず
必要性に財務省から疑問の声も

三党合意にほころび

　

今
年
２
月
に
国
会
上
程
さ
れ

た
共
通
番
号
法
案
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
法
案
）
は
、
今
国
会
で
の

審
議
が
一
切
な
さ
れ
ず
見
送
り

と
な
っ
た
。

　

当
初
は
民
・
自
・
公
の
３
党

合
意
で
成
立
す
る
公
算
が
高
か

っ
た
が
、
衆
院
解
散
を
巡
る
民

主
・
自
民
の
対
立
激
化
を
受
け

て
、
自
民
党
が
低
所
得
者
対
策

の
未
解
決
を
理
由
に
協
力
し
な

い
姿
勢
を
表
明
。
そ
の
後
、
問

責
決
議
採
択
等
の
混
乱
の
な
か

会
期
末
を
迎
え
た
。

　

政
府
は
民
主
・
自
民
の
対
立

の
終
息
を
見
て
、
秋
の
臨
時
国

会
で
の
法
案
審
議
・
成
立
を
目

指
す
方
針
。
し
か
し
、
最
近
で

は
財
務
省
幹
部
か
ら
「
番
号
制

が
で
き
た
だ
け
で
は
給
付
付
き

税
額
控
除
は
実
現
で
き
な
い
」

と
必
要
性
や
実
効
性
に
疑
問
の

声
が
上
が
っ
て
い
る
。

　

協
会
で
は
こ
の
間
、
番
号
制

の
廃
案
を
求
め
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
開
催
や
議
員
要
請
、
日
弁

連
等
と
の
恒
常
的
な
関
係
構
築

な
ど
、
成
立
阻
止
の
戦
線
拡
大

の
一
翼
を
担
っ
た
。

引
き
続
き
廃
案
を

求
め
る
声
を

　

解
散
、
問
責
な
ど
政
局
が
混

乱
す
る
な
か
、
共
通
番
号
制
に

反
対
す
る
市
民
団
体
「
反
住
基

ネ
ッ
ト
連
絡
会
」
は
８
月
２８
日

に
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
を
廃

案
に
！
」
と
題
し
国
会
内
集
会

を
開
催
。
国
会
議
員
や
市
民
な

ど
約
５０
名
が
参
加
し
た
。

　

冒
頭
、
主
催
者
側
か
ら
今
国

会
で
の
法
案
審
議
が
実
質
的
に

不
可
能
と
な
っ
た
と
説
明
。
し

か
し
番
号
法
案
は
対
立
法
案
で

は
な
く
、
内
閣
委
員
会
で
優
先

順
位
の
上
位
に
位
置
す
る
こ
と

か
ら
、
秋
の
臨
時
国
会
か
来
年

の
通
常
国
会
で
審
議
さ
れ
る
こ

と
は
確
実
と
指
摘
。
引
き
続
き

反
対
の
声
を
上
げ
て
い
く
必
要

性
が
強
調
さ
れ
た
。

　

集
会
に
は
、
辻
恵
議
員
（
衆
・

民
）、塩
川
鉄
也
議
員
（
衆
・
共
）、

糸い
と
か
ず数

慶
子
議
員
（
参
・
無
）
が

参
加
。
塩
川
氏
は
、
最
近
で
は

番
号
制
推
進
の
野
党
議
員
か
ら

も
拙
速
な
議
論
に
疑
念
の
声
が

上
が
る
な
ど
、
国
会
内
で
変
化

が
出
て
き
た
と
報
告
。
辻
議
員

は
番
号
制
や
秘
密
保
全
法
案
な

ど
、
国
民
監
視
や
表
現
の
自
由

等
の
人
権
侵
害
に
繋
が
る
法
案

が
出
て
く
る
今
国
会
の
異
常
性

を
指
摘
し
た
。
糸
数
氏
は
「
参

議
院
の
内
閣
委
員
会
で
番
号
制

反
対
は
自
分
だ
け
」
と
報
告
。

法
案
審
議
の
阻
止
に
尽
力
す
る

と
意
気
込
み
を
語
っ
た
。

　

後
半
で
は
、
番
号
制
に
反
対

す
る
識
者
が
各
分
野
で
の
問
題

点
を
提
起
。
税
理
士
、
弁
護
士
、

憲
法
学
者
な
ど
錚
々
た
る
論
客

が
揃
う
な
か
、
当
会
事
務
局
の

知
念
主
幹
が
医
療
分
野
で
発

言
。
番
号
制
が
一
体
改
革
の
目

論
む
公
的
医
療
の
給
付
抑
制
の

イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
こ
と
、
医
療

情
報
の
利
活
用
を
狙
っ
た
民
間

企
業
の
医
療
周
辺
サ
ー
ビ
ス
創

設
な
ど
、
番
号
制
導
入
を
規
定

路
線
と
し
た
医
療
市
場
化
へ
の

策
動
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
等
を
指
摘
し
た
。

国会行動

皆
保
険
崩
す
「
推
進
法
」
阻
止
！

消
費
税
「
損
税
」
の
解
消
を
！

牧
山
、
相
原
両
議
員
と
懇
談

　

協
会
・
保
団
連
は
８
月
２３
日

に
国
会
議
員
へ
の
要
請
行
動
を

実
施
し
、８
協
会
４１
名
が
参
加
。

当
日
は
、
牧
山
ひ
ろ
え
（
参
・

民
）、
相
原
史
乃
（
衆
・
生
活
）

両
議
員
と
懇
談
。
神
奈
川
か
ら

は
稲
木
理
事
、
小
笠
原
監
事
、

事
務
局
員
が
赴
い
た
。

　

要
請
で
は
、
消
費
税
増
税
法

よ
る
手
当
で
は
な
く
「
ゼ
ロ
税

率
」
を
適
用
す
べ
き
と
し
た
。

の
見
直
し
と
と
も
に
増
税
分
は

社
会
保
障
充
実
に
全
額
を
充
て

る
こ
と
と
、
皆
保
険
を
形
骸
化

さ
せ
る
「
社
会
保
障
制
度
改
革

推
進
法
」
（
推
進
法
）
を
具
現

化
し
な
い
よ
う
要
請
。
ま
た
医

療
機
関
の
事
実
上
の
持
ち
出
し

と
な
っ
て
い
る
消
費
税
「
損
税
」

の
解
消
の
た
め
、
診
療
報
酬
に

そ
の
他
、
共
通
番
号
制
の
廃
案

や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
不
参
加
、
県
内

の
総
合
特
区
に
お
け
る
医
学
部

新
設
を
認
め
な
い
よ
う
求
め

た
。

談
を
抜
粋
し
て
紹
介
し
て
い

き
ま
す
。
　

対
応
の
ポ
イ
ン
ト

（
Ｑ
）
税
務
調
査
に
来
た
調

査
員
が
昼
休
み
に
食
事
に
行

く
際
、
帳
簿
を
持
っ
て
出
て

行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
午

後
に
戻
っ
て
き
て
無
事
に
返

し
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
こ

れ
は
よ
く
あ
る
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
か
？

（
Ａ
）
調
査
員
に
よ
る
院
外

　

税
対
経
営
部
で
は
、
医
院

経
営
に
関
す
る
ご
相
談
（
税

務
・
労
務
）
を
随
時
受
け
付

け
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

協
会
に
よ
く
寄
せ
ら
れ
る
相

も
しもしこちら

税対
経営部

へ
の
帳
簿
の
持
ち
去
り
は
、

厳
重
に
抗
議
し
て
く
だ
さ

い
。
事
前
に
「
持
っ
て
行
っ

て
も
い
い
か
？
」
と
聞
か
れ

た
ら
「
情
報
漏
え
い
の
危
険

性
が
あ
る
た
め
認
め
ら
れ
な

い
」
と
断
れ
ば
よ
い
で
す
が
、

黙
っ
て
持
ち
去
ら
れ
た
事
例

も
あ
り
、注
意
が
必
要
で
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
は
調
査
員

の
謝
罪
だ
け
で
な
く
、
税
務

署
の
上
司
に
電
話
し
謝
罪
を

求
め
る
な
ど
毅
然
と
し
た
対

応
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

税
務
調
査
の
連
絡
が
来
た

ら
ま
ず
、
保
険
医
協
会
ま
で

お
電
話
く
だ
さ
い
。

帳
簿
の〝
持
ち
去
り
〟に
注
意

な
る
「
損
税
」
解
消
に
尽
力
す

る
と
し
た
。
ま
た
医
学
部
新
設

問
題
も
、
医
師
不
足
で
あ
れ
ば

既
存
の
医
学
部
定
員
の
増
加
で

対
応
可
能
と
す
る
協
会
の
主
張

に
、
理
解
を
示
し
た
。

相
原
議
員

Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
断
固
反
対
！

　

相
原
議
員
と
は
短
時
間
な
が

ら
も
初
の
顔
合
わ
せ
が
実
現
。

当
日
は
第
一
秘
書
で
あ
る
小
野

氏
と
主
に
懇
談
し
た
。

　

氏
は
党
の
選
挙
公
約
は
作
成

中
と
し
な
が
ら
も
、
党
の
方
針

は
協
会
の
要
望
と
共
通
す
る
部

分
が
多
い
だ
ろ
う
と
発
言
。
特

に
相
原
議
員
は
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
慎

重
に
考
え
る
会
」
の
役
員
を
務

め
る
な
ど
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
は
断
固

反
対
の
立
場
だ
と
し
た
。

　

協
会
か
ら
は
、
推
進
法
に
皆

保
険
の
「
原
則
化
」
を
法
文
化

し
た
点
や
、
消
費
税
増
税
法
が

増
税
分
を
公
共
事
業
に
重
点
配

分
で
き
る
内
容
だ
と
指
摘
。
小

野
氏
は
公
共
事
業
へ
の
配
分
は

三
党
合
意
で
決
ま
っ
た
も
の
で

あ
り
、
選
挙
結
果
で
変
化
も
あ

り
え
る
の
で
は
な
い
か
と
し
た
。

牧
山
議
員

「
ゼ
ロ
税
率
」
の

適
用
に
理
解
示
す

　

牧
山
議
員
は
多
忙
な
合
間
を

縫
っ
て
、協
会
の
要
請
に
対
応
。

主
に
消
費
税
「
損
税
」
へ
の
「
ゼ

ロ
税
率
」
適
用
と
、
医
学
部
新

設
問
題
で
懇
談
し
た
。
議
員
は
、

消
費
税
増
税
法
案
を
審
議
し
た

特
別
委
員
会
で
「
ゼ
ロ
税
率
」

の
適
用
を
訴
え
て
お
り
、
さ
ら

牧山ひろえ議員

相原史乃議員

保険診療対策部だより医科

月遅れ請求時の診療報酬請求月遅れ請求時の診療報酬請求

編綴方法の変更について編綴方法の変更について
　9月3日付で神奈川県国民健康保険団体連合会から「月遅れ

請求時の診療（調剤）報酬請求書等の編綴方法の変更につい

て」との依頼が各医療機関等にだされました。次回請求時か

らは、編綴方法が下記のとおり変更されますので、ご留意く

ださい。

診療（調剤）報酬受付受領書（総括票）の編綴

○ 紙レセプト、レセプト電算処理システム（媒体提出）によ
る提出機関が対象

　旧方法では月遅れ請求時は、診療月単位に受領書（総括票）

を作成していましたが、新方法は、医療機関（調剤薬局）単

位に1枚にまとめることになります。

診療（調剤）報酬請求書の編綴

○紙レセプトによる提出機関が対象

　旧方法では月遅れ請求と当月請求ごとに請求書を作成して

いましたが、新方法は、保険者単位に1枚（後期高齢者は県

単位）にまとめることになります。

◆お問合せは、保険診療対策部まで ℡ 045‐313‐2111

税
務
調
査
編

　

議
員
要
請
に
先
立
ち
行
わ
れ

た
保
団
連
主
催
の
国
会
内
集
会

に
は
、
国
会
議
員
７
名
を
含
む

５０
名
が
参
加
し
た
。

　

住
江
会
長
は
、
皆
保
険
を
形

骸
化
さ
せ
る
推
進
法
を
具
現
化

さ
せ
な
い
取
り
組
み
の
強
化

を
、
参
加
者
に
訴
え
た
。
ま
た

集
会
に
参
加
し
た
国
会
議
員
か

ら
は
、「
推
進
法
は
皆
保
険
の

改
悪
に
つ
な
が
る
悪
法
」
（
吉

田
忠
智
議
員
、
参
・
社
）、「
来

た
る
衆
参
の
選
挙
で
消
費
税
増

税
法
・
推
進
法
を
廃
止
の
方
向

に
し
て
い
き
た
い
」
（
田
村
智

子
議
員
、
参
・
共
）、「
消
費
増

税
阻
止
の
機
会
は
ま
だ
あ
る
。

ま
ず
は
現
政
権
の
退
陣
が
必

要
」
（
辻
恵
議
員
、
衆
・
民
）

な
ど
、
推
進
法
や
消
費
税
増
税

法
の
問
題
へ
の
発
言
が
相
次
い

だ
。

「
皆
保
険
を
守
る
」
国
会
内
集
会
を
開
催


